
北九州市i-Construction推進協議会 規約 

（名 称） 

第１条 本会は、北九州市i-Construction推進協議会（以下「推進協議会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 推進協議会は、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設

生産プロセスでＩＣＴ等を活用する「i-Construction」を推進・普及拡大し、官民が連携して、

建設業の生産性向上を図り、魅力的な新しい建設現場を創出することを目的とする。

（運営事項） 

第３条 推進協議会の運営事項は次のとおりとする。

(1) 本市での工事等における「i-Construction」導入効果の検証に関する事項

(2) 「i-Construction」の施工技術に関する事項

(3) その他推進協議会の目的に即した事項に関すること

（会員構成） 

第４条 会員は別表のとおりとする。

２ 推進協議会の会員構成は建設業の生産性向上を目指す目的に賛同する業界団体、及び行政

団体とする。

３ 推進協議会には会長をおき、北九州市副市長とする。

４ 推進協議会には副会長をおき、北九州市技術監理局長とする。

５ 会長は推進協議会の会務を統括する。

６ 副会長は会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。

７ 推進協議会は会長が必要と認めるときに開催するものとし、会長がこれを召集する。

８ 会長は必要と認めるときは、会員以外の者を出席させることができる。 

（ワーキンググループ） 

第５条 第３条の運営事項を行うため、ワーキンググループを設置する。 

（事務局） 

第６条 推進協議会の事務局は、北九州市技術監理局技術部で担当する。 

２ 事務局には事務局長をおき、北九州市技術監理局技術部長とする。 

（雑 則） 

第７条 本規約に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項については会長が   

定める。 

付 則 

１ この規約は、平成２９年７月１４日から施行する。 

２ 平成３０年４月２日 一部改正 

３ 平成３１年４月１日 一部改正 
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一般社団法人　北九州市安全施設業協会

一般社団法人　北九州市建設業協会

団　　体　　名

北九州市建設業協同組合
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別表（第４条関係）

一般社団法人　北九州市建設コンサルタント協会

北九州管工事協同組合

北九州管更生工事協同組合

北九州港湾建設協会

一般社団法人　北九州法面防災協会


